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公共下水道事業の経営・使用料について 

 

１．下水道事業経営の考え方 

公共下水道事業は、「地方財政法」上の「公営企業」とされており、その事業収入によってその経費を

賄う「独立採算制の原則」が適用されている。よって、下水道事業の経営は、「一般会計」との間に適正

な経費負担区分を前提とする必要がある。 

地方公共団体の一般行政事務には、教育・社会福祉・道路建設・消防など様々な事務があり、これらは

全体的な公共のサービスであり、その費用は主として租税による。 

水道・電気・ガス・下水道等は、全ての住民が同等にサービスを受けるものではないため、サービスを

受ける住民がその事業に必要な費用を負担することが、公平であるとされている。 

公営企業の主なもの（地方財政法施行令第 46条：特別会計） 

・水道事業    ・交通事業    ・電気事業    ・ガス事業 

・病院事業    ・観光施設事業  ・宅地造成事業  ・下水道事業 …… 

水道事業、電気事業、ガス事業などは、地方公営企業法が全て適用される。 

しかし、下水道事業の場合は、地方財政法上の公営企業ではあるが、地方公営企業法の適用について

は、自治体の任意の判断で法適用事業者と法非適用事業者に分類される。 

本市は令和元年度まで、法非適用事業者であったが、令和２年度より法適用事業者である。 

 

２．下水道事業の費用負担 

① 下水道建設費 

 処理場 

83億円 

P場 

12億円 

管渠 

136億円 

末端管渠 

120億円 

 

50% 

 

 

 

 

   

 
25% 

 

 

 
75% 

50% 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 補助対象 単独  

国庫補助金 国は国家的見地から下水道整備を推進する責務を有すことから国庫負担を行うべき 

国が義務的に負担する経費は、その種別、基準、割合は法律、政令で定める 

補助対象範囲 主要な管渠 集水面積が一定以上の管渠 

ポンプ場  主要な管渠を補完するポンプ場 

処理場   処理場建設に必要な費用（門柵塀は除く） 

受益者負担金 受益（サービス）を受ける者に建設費の一部を負担させるもの。 

末端管渠（国の補助がない施設）整備費の 1/４を受益者が負担 

国庫補助金 

受益者負担金

水道事業債 

下水道事業債 

交付税措置 
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下水道事業債 地方公共団体が起こす地方債で下水道事業における建設改良費の財源 

下水道建設費（資産取得）の経費は、減価償却費相当分の便益のため将来の収入で賄う 

 

② 下水道事業会計 

収益的収支（損益計算） 

収入  下水道使用料、他会計補助金（一般会計繰入金）、長期前受金戻入、その他収入 

支出  処理場・管渠・ポンプ場維持費、人件費、地方債利息、減価償却費、その他費用 

資本的収支 

収入  国県補助金、受益者負担金、地方債、他会計補助金（一般会計繰入金）、その他収入 

支出  建設改良費、人件費、地方債元金償還金、その他費用 

 

 

 

③ 使用料の位置づけ 

使用料は収益的収支の収入に位置付けられ、収入には使用料のほかには一般会計繰入金などがある。 

一方、支出には人件費、施設維持費（電気、燃料、薬品、修繕費）、起債利息、減価償却費などがある。 

これらの収入および支出の均衡を図る必要がある。 

 

④ 一般会計負担金（繰入金） 

一般会計負担金（繰入金）は地方公共団体が行うべき事務の費用と交付税措置されたもの 

主な一般会計との経費負担区分（一般会計から繰入れが認められている経費） 

○資本的収支とは、下水道施設の処理場や管路などを
整備・改良するための経費と財源です。

○資本的収支は、通常、収入を支出が上回るため、減
価償却費などの非現金支出などにより補填します。

○収益的収支とは、家庭などのトイレやキッチンなどの
使用された水をきれいにするための経費と財源です。

※「長期前受金戻入」とは、下水道管などの固定資産の取得の際に交付
された補助金、受益者負担金など（長期前受金）を資産の減価償却に合
わせて各年度に収益として計上するものです。

公共下水道事業　令和２年度 決算見込み

下水道使用料, 4.5 

一般会計負担金・補助金, 
5.0 

※長期前受金戻入, 2.8 

その他の収入, 0.1 

人件費, 0.4 

維持管理費, 2.3 

支払利息, 2

その他の支出, 0.3 

減価償却費等, 7.4 

当年度純利益, 0.1 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

収益的収入 収益的支出

億円
収益的収支（税抜き）

（12億4千万円）

企業債（借入金）, 4.5 

一般会計補助金, 1.4 

国庫補助金, 0.8 

工事負担金, 0.1 

資本的収支不足額, 4.6

建設改良費, 2.1 

企業債償還金, 9.3 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

資本的収入 資本的支出

億円

資本的収支（税込み）
（11億4千万円）

（非現金支出）

減価償却費等

－長期前受金戻入

＝「補填財源」
→資本的収支不足額

に補填
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地方公営企業繰出金について（総務省通知） 

・雨水処理に要する経費 （雨水ポンプの運転費や、水路の浚渫費など） 

・分流式下水道等に要する経費（資本費の２～６割を公費（一般会計）が負担） 

・下水の規制に関する事務に要する経費（除外施設事務） 

・水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費（排水設備事務） 

・下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費 など 

 

３．下水道使用料改定の経緯 

 

① 供用開始時の使用料の設定 

平成２年１１月下水道料金制度審議会より答申が示される。 

基本料金 1,200円、超過料金 130～170円 

算定方法 

・基本水量 10㎥、累進区分 30、50、100、100以上 

維持管理費の固定費部分を負担するため基本水量を設定する。 

全国他市の例より 10㎥、累進区分は上水道の区分を考慮し 5段階 

・基本料金 1,200円、累進 130～170円 

供用開始後 5 年間に必要な維持管理費および資本費を流入予定水量で割り㎥当りの負担額を

計算すると 553円/㎥となり、負担額が著しく高額となることから、対象経費から資本費を抜き

維持管理費のみとして計算すると 151円/㎥となる。 

必要単価 150円を傾斜配分し 1,200円および 130～170円と設定 

 

② 第１回改定  供用開始後 8年が過ぎ当初計画時の５年を超過することから審議会に諮問 

平成１１年に下水道料金制度審議会を開催する。 

基本水量を 10㎥から 8㎥に変更、基本料金 1,250円、超過料金 25～195円と平均 15％増額 

算定方法 

・基本水量の 8㎥への変更 

最小（一人暮らし）世帯の計画使用量８㎥を基本水量とする。 

・基本料金 1,250円、超過料金 25～195円 

当初料金設定時は維持管理費のみの負担として計算していたが、原則に戻り資本費を含めた

経費に対する負担とし計算する。 

しかしながら、増額幅が大きくなることから、家計への負担を考慮するとともに、8～10㎥区

分の変動を抑えながら、増額幅を圧縮する。 

 

料金区分 排水量等 H3～11 H12～22 H23～27 H28～

10㎥までの分 1,200

8㎥までの分 1,250 1,250 1,350

8㎥を超え10㎥までの分 25 140 160

10㎥を超え30㎥までの分 130 155 165 185

30㎥を超え50㎥までの分 140 165 177 200

50㎥を超え100㎥までの分 150 175 188 210

100㎥を超える分 170 195 210 225

平均

10％

増額

平均

12％

増額

基本料金

超過料金

（1㎥につき）

基本料金

区分を

変更

平均

15％

増額
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③ 第２回改定  第１回改定から１０年が過ぎていることから審議会に諮問 

平成２２年水道料金等制度審議会を開催する。 

基本料金 1,250円と据え置く、8～10㎥の特殊性の廃止、超過料金 140～210円と平均 10％増額 

今後は３～５年ごとに料金見直しを行う 

算定方法 

・基本料金は近年の厳しい経済状況を考慮し、据え置きとする。 

・8～10㎥の特殊区分については特殊性を廃止し、いわゆる超過料金と同等の区分とする。 

・超過料金 140～210円 

使用料が負担すべき維持管理費 100％と資本費 50％の経費負担をすべて賄うには、約 22％の

増額改定が必要である。 

しかし、現在の経済情勢や県内での料金レベルを考慮し、約 9.6％の増額改定が限度と判断

し、140～210円とする。 

 

④ 第３回改定  前回答申に提言のあった３～５年ごとの見直しを行うため審議会に諮問 

平成２７年水道料金等制度審議会を開催する。 

基本料金 1,350円、超過料金 160～225円と平均 12％増額 

算定方法 

・基本料金 1,350円 

従来料金 1,250円は 15年間据え置きのため、利用者全体での負担を考慮し 1,350円に 8％の

増額改定。 

・超過料金 160～225円 

今後 5 年間（H28～H32）の均衡を図るためには 20.5％増額、3 年間の均衡を図るためには

11.8％増額の試算が出る。 

しかし、不足額全部を使用料で賄うのではなく、健全経営対策や経営努力を考慮し、約 12％

の増額改定が妥当と判断し、160～225円とする。 
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４．県内の公共下水道料金体系 

   

 

   

 

 

  

一般汚水：使用料区分表（税抜き）

1～5 1～56

小浜市

122 126 150 130 169

鯖江市 あわら市 越前市 坂井市

1,100

11

145 162 130 200

160

42

135 133 120 185

138 150 160 182

208 224 170 170 194 155 177 150 210

245 180 195 165 192 225

207 206

区分（㎥）

6～8

9

10

11～20

71～80

161 174 150

福井市 敦賀市 大野市 勝山市

198

1,350 0

91～100

301～400

501～600

601～1000

1001～

21～30

31～40

41～50

51～60

61～70

101～200

81～90

230 501～600

区分（㎥）

6～8

9

10

11～20

21～30

31～40

41～50

51～60

601～1000

1001～

段階 8段階 8段階 5段階 5段階 6段階 5段階 6段階 5段階 6段階 区分

201～300222

401～500 401～500

0 1,050 1,140 1,400 1,230 1,060 1,400 1,100

201～300

301～400

170

61～70

71～80

81～90

91～100

101～200

R3.10からの新料金

1,276 1,320
1,540

1,353 1,397 1,540
1,210 1,210

1,837

1,409

2,618 2,706

3,190
2,783

3,256
3,025

2,673 2,530

3,872

2,961

4,136
4,356

4,950

4,213

5,258

4,510
4,136

3,850

5,907

4,591

5,907
6,270

6,710

5,863

7,260

6,105
5,918

5,280

8,107

6,380

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

福井市 敦賀市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 小浜市 9市平均

10㎥ 20㎥ 30㎥ 40㎥県内９市 下水道使用料グラフ（税込）
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５．収支の実績および予測 

 

平成２７年度までは、一般会計からの繰入金のうち、ルール外の繰入れが必要であったが、平成２８

年度以降は料金改定によりルール外の繰入れが必要なくなった。 

平成２９年度は起債の借り換えを行ったため、通常年度より予算規模が大きくなっている。 

 

 

平成２８年１０月からの料金改定により使用料収入が増えており、あわせて徴収業務のアウトソーシ

ングにより収納率の向上が見られる。 

令和３年度以降の料金収入は人口減少と水洗化率の向上を考慮し、変動無しとしている。 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

H23年度～R1年度 歳入歳出科目別

下水道使用料 地方債 国県補助金 受益者負担金

前年度繰越金 その他収入 一般会計繰入金（ルール内） 一般会計繰入金（ルール外）

維持管理費等 建設改良費 元金償還金 利子償還金

（単位：百万円）

411

426 426
439 439

465

489 484
491

502

479 479 479 479 479 479

98 97.9 97.7 97.7 97.8
98.5 98.8 98.9

98 98.3

80

85

90

95

100

250

300

350

400

450

500

550

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

下水道使用料 収入額・収納率 収入額（実績） 収入額（計画） 収納率
％（百万円）
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平成２７年度までは一般会計からの繰入金にルール外を入れることにより収支の均衡を図っていたが

平成２８年度からの料金改定による収入増加により、ルール外繰入れを解消できた。 

令和６年度以降は繰入額の算定根拠である起債償還額等の減少により減額予測である。 

 

 

平成３０～令和２年度は会計の移行や浄化センター施設の改修による維持費の変動があるが、今後は

ほぼ横ばいとなる予測である。 

553 569 562
589 566

607
645 666

738

649 648 646 646 630 621 613

12
29 64 19 55

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

一般会計補助金（繰入金）
ルール内 ルール外（百万円）

28 25 22 23 17 15 15 12 13
33 35 35 35 35 35 35

246 252 247 250 270 273 282 304
264

249
275 280 280 280 280 280

273 277
268 272

287 288 297

316

276 282

310 315 315 315 315 315

0

50

100

150

200

250

300

350

0

50

100

150

200

250

300

350

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

維持管理費 人件費 施設管理費（百万円）
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起債残高において建設債は順次返済しておりこの１０年で１３５億円から８４億円となった。 

資本費平準化債は建設債返済のための起債のため毎年借り入れを行っているため、この１０年で２０

億円から３２億円となった。 

 

 

平成２９年度は起債の借り換え（利息返済圧縮）に伴うものである。 

 

 

起債発行のうち建設債は下水道施設を整備改修するための費用を賄うために発行し、資本費平準化債

は建設債の償還を緩やかにするために発行するものである。 

平成２９年度は起債の借り換え（利息返済圧縮）に伴うものである。 

20 22 24 26 28 30 31 32 32 32 32 32 32 31 31 29 

135 131 124 119 113 107 100 95 88 84 80 75 71 67 64 61 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

起債残高 資本費平準化債 建設債（億円）

771 814 879 919 951 965 

1,522 

968 944 928 914 933 939 927 921 897 

339 330 
317 302 286 266 

244 

219 201 184 170 158 147 137 127 119 

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

起債償還額 元金 利子（百万円）

355 355 394 413 424 408 

717 

284 237 288 260 260 234 219 202 164 

218 172 103 115 114 124 

298 

167 

52 

238 273 218 230 228 
362 

279 

0

200

400

600

800
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長期前受金戻入と減価償却費は、今後数年は変動がなく横ばいとなる予測である。 

 

 

これら、収益および資本の収支に関係する数値の、実績と予測を基に収支計画を立てるにあたり収支

バランスを診るための指標は資金残高（運転資金）であるが、令和７年度以降はマイナスとなる。 
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